
 

 
 

 

資料１ 

意見聴き取り調査票 

（一般社団法人福島県建設業協会） 

１ 総合評価方式（評価項目・配点・評価基準）について 

評価項目及び配点の見直し等について、御意見等があればお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価における企業の評価については、業界が抱える各種課題への対応を

始め業界全体の発展や社会に貢献している団体の企業と、これら取組みの恩恵

を受けながら自社の利益のみを優先した経営をしている企業とは区別して適正

かつ正当に評価されなければならない。今般の台風１９号の応急対応のとおり、

県と災害応援協定を締結し、ＢＣＰ（事業継続計画）に基づき経費をかけて常

に非常時に備えている団体の企業とそうでない企業との差別化も必要である。 

よって、総合評価方式の評価項目、配点、評価基準の見直しについては、①総

合評価における実績、技術力、地域貢献、価格についての全体配分の見直しと、

②評価項目及び加点の見直しが必要である。評価項目及び加点の見直しは地域

に根差した地元企業の受注機会を確保するとともに、建築工事等発注件数の少

ない工事においては、一般土木工事に比べ発注件数が少なく、過去の実績が失

われることによる受注者の偏りが懸念されるため、下記内容の見直しを検討い

ただきたい。 

・工事成績の加点見直し（８０点以上と、７５点～８０点未満の差別化） 

・企業の技術者数に応じた手持ち工事量の評価 

・配置予定技術者の加点評価（各種資格の加点を追加） 

・企業の地域社会に対する貢献度評価に建設業振興の団体活動の重点評価と 

して、災害時出動実績と災害応援協定締結評価をそれぞれに個別評価する 

とともにその加点引き上げ、ＢＣＰ（事業継続計画）策定企業の加点評価 

の追加 

・入札参加者の所在地（同一市町村）の本店評価（加点の更なる引き上げ） 

・６５歳以上雇用企業の加点評価 

・県有公共施設の維持管理の実績を加点評価 

・品質確保等の確実性の評価（一律７点加点）を発注方式種別に応じた重みを

考慮した加点評価 

・同一市町村実績の評価点の細分化（同種・類似工事の場合の加点増） 

【建築工事等発注件数の少ない工事】 

・施工能力の評価年数（企業の技術力の標準型・簡易型の対象年数：過去１５年

以内の加点評価、配置予定技術者の技術力の対象年数：現行の過去１０年以

内⇒過去 15年以内） 

・工事成績の評価年数の対象年度（現行の過去４年以内⇒過去１０年以内） 

・優良工事と同様に建築文化賞の受賞企業の加点評価（建築工事） 

〔補足資料１〕を添付 

1



 

 ２ 低入札価格調査制度について 

現在の最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の設定水準は、工事規模

が小さいほど高くなるよう設定していますが、このことについて御意見があ

ればお聞かせください。 

また、総合評価方式における低入札価格調査について、御意見があればお

聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品確法に規定されているとおり、適切に施工すれば適正な利益が得られなけ

ればならない。公共工事には予定価格制度があり、これは標準的な施工能力を

有する建設業者が最も妥当な工法で施工する場合の標準的な価格であるが、こ

れを上回る価格では落札できない仕組み（上限拘束性）となっている。そもそ

も受注者が暴利をむさぼることなどあり得ないのである。 

また、発注者が積算基準に基づき算出した設計金額を正当な理由無く控除し

て低い予定価格を設定する、いわゆる「歩切り」はあってはならない。幸い、

国、県発注工事で歩切りは行われていないが、一部市町村に見受けられる。 

一方、仕事量が減少すれば価格競争が激化し、企業は受注するために最低制

限価格、又は低入札調査基準価格ギリギリの価格で応札せざるを得ず、仮に受

注できたとしても適正利益が確保できずに経営を圧迫し、結果的に業界全体の

疲弊につながりかねない。結果的に必要以上のコストダウンが粗雑工事や不安

全な施工による労働災害・第三者災害を誘発し、県民の生命財産に大きな損失

を与える事態を引き起こしかねない。さらに、経営が悪化することで諸課題に

取り組む余裕がなくなるだけでなく、従業員の処遇や下請業者等にも影響が及

ぶことになり、社会的損失につながりかねない。 

 したがって、適正利益の確保を規定した品確法に基づき、落札率が少なくと

も現行の９４～９５％となるよう、最低制限価格、低入札の失格基準、調査基

準価格の引き上げが必要である。ちなみに、現在、被災 3県には復興係数によ

る諸経費の割り増し措置があり、措置無しに比べて、工事費ベースで８％から

１０％高くなっている。これは単年度毎の措置であるため、措置が切れた場合

その影響は計り知れない。 

なお、平成 29年 9月 29日付けの総務省と国土交通省連名の「総合評価落

札方式による入札における適切なダンピング対策の実施について」文書では、

失格基準価格を低入札調査基準価格に近づけ、適正な施工の実効性を確保する

こととしている。 

〔補足資料２〕を添付 
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 ３ 元請下請関係適正化対策 

下請工事の見積書には、適切な額の法定福利費が計上されていますか。 

また、下請業者への工事金額の適切な支払いについて、意見・要望等があ

ればお聞かせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 下請業者の社会保険加入対策 

下請工事の契約について社会保険加入に関する条項など、適切な時期に適切 

な内容の契約書を取り交わせるよう、どのような指導を行っているかお聞かせ

下さい。 

 

 

 

 

本会会員企業においては、福島県元請・下請関係適正化指導要綱「社会保険

等未加入者への指導等」により、適切に対応している。 

また、下請業者への見積り依頼時に社会保険未加入業者と契約しないことを

書類等で確認するなど、適切に対応している。 

本会会員企業においては、下請業者に対して見積依頼書を作成し、法定福

利費の計上を行い、支払っている。 

補足資料３のとおり、法定福利費については事業主負担と労働者負担があ

る。一般的に土木工事では、工事費に占める労務費の割合は概ね２０％で、そ

のうち労働者が負担すべき法定福利費（労務賃金の約１５．３％）に計上され

ている。一方、事業者が負担すべき法定福利費は現場管理費（労務賃金総額の

約１６．３）に計上（総額で工事費の５．５～５．６％程度）されている。 

 本来、工事費に計上されている法定福利費は請負率に関わらず積算された

金額が１００％支払われる必要があり、福島県の低入札価格調査制度におけ

る失格基準では、例えば入札額（税込）が５千万円超の場合、直接工事費では

設計額の直接工事費相当額×０．９、また現場管理費では設計額の現場管理費

相当額×０．８５と設定されており、更に落札率によって法定福利費にも影響

が生じることになる。しかしながら、「働き方改革」として給与、法定福利費

などの処遇改善が求められており、適切な措置が必要である。 

 このことから、工事費に計上されている法定福利費は、請負率などに影響さ

れず、積算の所要額を減額されることなく１００％で支払われるよう、別枠で

計上すべきである。 

他県において罰則規定を設けている事例があることから、元下関係の更な

る適正化を推進するため、同様に罰則規定を設けることが有効と考えられ

る。 

〔補足資料 3〕を添付 
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 ５ 応札環境（入札不調対策含む） 

東日本大震災による復旧・復興事業が年々縮小してきている現状において、

応札が無い入札不調が発生する理由について、お聞かせください。 

また、入札不調が発生することに関して、県の入札制度の問題点について

のご意見等もお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 電子入札閲覧について 

福島県では電子入札システムと電子閲覧システムを運用していますが、そ

れぞれ閲覧方法や環境設定方法等について、意見・要望等があればお聞かせ

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入札不調は、工種、ロット、発注時期などの理由により異なる。特に小規

模工事や現場採算性に合わない工事に多く、標準歩掛での積算ではなく、そ

れぞれの現場に見合った単価、歩掛、見積および工法での設計積算が必要で

ある。 

また、技術者不足、短い工期、現場状況に見合わない積算による採算性の

問題、総合評価方式の持ち点差により応札しても受注が見込めない、現場ま

での距離が遠い等で、応札できないケースが考えられる。 

なお、企業の受注計画に基づき、配置予定技術者に支障を来たさないよ

う、不要な工期延長をなくすとともに、契約後すみやかに工事着手できるよ

う発注前に用地を取得し、支障物があれば移転協議を整えて工程どおり工事

にかかれるよう、当初設計図書の精度アップを図ることを強く求める。 

電子閲覧システムについては、平日のみの運用となっており、入札公告

が原則、金曜日となっている地方振興局が７つのうち３つある。このた

め、会社を不在にしていると閲覧が翌週になってしまうことから、休日出

勤及び夜間勤務を容認しているので、働き方改革推進の観点から入札公告

を金曜日以外に変更してほしい。 

また、ＰＤＦデータから読み取りできる形式に改善されてきているもの

の、一部の設計書データにおいて、文字情報を認識できないことがあるた

め、読み取りできる形式に統一していただきたい。 

電子入札のように、開札時も会場に行かなくてもＷｅｂ上でタイムリー

に詳細を確認できるようにしてほしい。 
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 ７ 指名競争入札について 

地域に密着した工事の一部において、指名競争入札の導入（試行）の要望

がありますが、そのメリットとデメリットについてのご意見等をお聞かせく

ださい。 

また、導入（試行）方法の具体的な提案がございましたら併せてお聞かせ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指名競争入札導入のメリットとデメリットは添付のとおり。 

東日本大震災以降、地域建設業は危機管理産業としての社会的な役割が再認

識された一方で、復興事業収束後の仕事量の減少に伴う将来不安から、事業承

継を始め、その担い手である地域企業の維持存続・健全経営が危惧される。 

また、今後の仕事量減少が予測される中、地域建設業が維持存続し経営をす

る上で安定した工事受注を継続していかなければ、従業員の高齢化が進み、人

材確保が出来ずに経営基盤も安定せず、地域の安全・安心が確保できなくなる

恐れがある。 

現行制度の見直しは、「入札等制度改革に係る基本方針」に基づく一般競争

入札の範囲内であり、その地域になくてはならない建設企業に施工能力がある

にもかかわらず、過度な競争性の重視や総合評価方式の持ち点固定化によっ

て、受注したくとも受注できないという問題は残念ながら解消されていない。

これは限られた評価項目とその加点だけで評価する総合評価の限界であると

考えている。 

また、強い者だけが勝ち残り、昔から１社で地域を守ってきた企業が存続で

きずに廃業を余儀なくされるような入札制度であってはならない。実際に、今

般の台風１９号の災害対応において、広域支援を余儀なくされた地域が発生し

ている。つまり、入札制度は公共調達の手段であって、入札制度には地域の建

設企業が若手技術者を安定的に育成・確保しながら、健全経営の下で地域を守

る社会システムを安定的に継続できる制度であることが求められる。このため

には、施工能力があるにも拘わらず、地域にとって無くてはならない建設企業

が持ち点の固定化によって受注できないという現実を解消する必要がある。 

したがって、「地域の安全・安心は地域で守る」、「地域のインフラの維持

管理は地域が担う」という基本理念の基に、品質の確保を最優先とし、透明性、

競争性、公正性等のバランスに十分配慮した上で、迅速性、信頼性、住民サー

ビスの向上等の観点から、地域の実情を熟知した企業が地域密着型工事や小規

模な修繕工事、維持管理業務等を、さらには、特定工種（ため池、ほ場整備工

事等）においては技術を有した建設企業が受注できる環境整備として、一部工

事に指名競争入札方式を導入する必要がある。 

（一般土木工事は５千万円未満、建築工事は５千万円未満、舗装工事は３千

万円未満）  

〔補足資料４〕を添付 
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 ８ その他 

貴団体における人手不足の現状と復旧・復興事業の縮小も踏まえた将来の

見通しについてお聞かせください。 

また、県の入札制度に対するご意見等についてもお聞かせください。 

 
人口減少の進行により若年入職者を始めとする担い手の確保の深刻化が懸

念される。仕事量の面では、東日本大震災から丸８年が経過した現在、災害復

旧工事と除染作業の完了に加え復興需要がピークアウトしているが、国の国

土強靭化 3 カ年緊急対策及び今般の台風１９号の復旧工事により当面の仕事

量は上積み確保されるものと考えられ、社会資本の老朽化に伴う長寿命化対

策の建設需要は増加し、維持管理・修繕系予算の割合が相対的に拡大していく

ものと推測される。一方で、国・県から中長期的な投資計画が示されないため、

将来を見通すことができず不安感が大きくなっている。 

建設業が抱える諸課題については、若年技術者の入職やメンテナンス技術

者の人材育成・確保を始め、長時間労働への対応、週休二日制導入などの働

き方改革、ＩＣＴ活用による生産性の向上、処遇改善などに積極的に取り組

まなければならない。さらに、廃業、企業の合併、協業化、経営規模の縮

小、事業承継など、企業の健全経営、維持・存続に向けた新たな局面を迎え

る。 

近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、地域防災の重要性は年々高ま

っている中で、地域建設業は危機管理産業として地域の雇用を確保しなが

ら、災害時の初動対応を始め、除雪作業、道路施設、河川・港湾施設等の社

会インフラの維持管理など地域の安全・安心の守り手として重要な社会的役

割（使命）を果たしている。 

今般の台風１９号の豪雨災害においても、当協会会員企業は行政との災害

応援協定に基づき、昼夜を問わず初動対応・応急復旧など地域の安全・安心

の確保にも努めているが、一部で広域的な支援を必要とする地域が生じた。 

このことから、地域の守り手である地域建設業が健全経営の下で安定的に

地域を守り続けられるよう、地域の実情に応じた入札制度が求められる。 

〔補足資料５、６〕を添付 

〔令和元年台風１９号に対する災害支援・対応状況〕を添付 

6



補足資料１

ウェイト ウェイト ウェイト ウェイト

6.3 9.1 17.7 15.6

該当部門の表彰実績

IS09001認証取得

配置可能技術者

5.5 8.0 5.1 4.4

指定した資格保有

同種類似エ事の実績

同種類似エ事の成績

該当部門の表彰実績

（30.5） （44.3） （41.8） （48.9）
()は一般土木エ事又は
舗装エ事の場合

法定雇用達成等

安全管理表彰受賞

ISO14001認証取得

下請、資材の活用

認証取得

認証取得

H13.4.1以降進出

過去３年以内に３件以上

過去３年以内に２件

過去10年以内建築工事1件

過去10年以内その他工事1件

過去10年以内に1件

本店 支店等 本店 支店等 本店 支店等 本店 支店等

3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.0 5.5 5.0

2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 4.5 4.0

1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

15.6 22.7

31.3

10.9 15.9 35.4 31.1

（100） （100） （100） 100
()は一般土木工事又は
舗装エ事の場合

1.0 1.0 0.5 -

加算点合計
63.5又は83.5
(64又は84)

43.5
(44.0)

19.5
(19.75)

22.5

建築工事
2.5 2.5 1.0 -

※１：復旧型及び復興型は、特別簡易型と同じ配点　※２：ウェイトは一般土木工事又は舗装工事の場合、技術提案は２０点で算出

技術提案 20又は40 - - -

品質碇保等の確実性 7.0 7.0 7.0 7.0

県有施設維持管理の実績 - - - -

施エ計画適切性 10.0 10.0 - -

1.5

過去３年以内に１件以上の実績 2.5 2.5 1.25 1.25

④除雪・維持補修業務の実績

上記実績に加え過去５年度以内に感謝状を受けた実績又は直
前の５年度間連続した除雪の実績 3.0 3.0 1.5

６５歳以上の雇用 - - - -

2.5 2.5 1.25 1.25

同数 1.5 1.5 0.75 0.75

0.75 0.75

③雇用の維持・確保　★

１名以上増加

２名以上の実績 2.5 2.5 1.25 1.25

１名以上の実績 1.5

1.25 1.25
災害応援協定締結

ＢＣＰ（事業継続計画）策定 - - - -

※

選

択

項

目

①災害時出動実績（又は災害応援協定締結）
2.5 2.5

②新卒・離職者の雇用実績　★

1.5

0.5

下位点 0.5 0.5 0.25 0.25

消防団加入（１名以上）

上位点 1.0 1.0 0.5 地域要件毎の評価基準設定
※本店は、準本店を含む。

※地域密着型の場合、ボラン
ティア活動及び選択項目は、
同一土木事務所管内業者のみ
評価対象。（特例あり）

※選択項目については、入札
参加者が、一般土木工事又は
舗装工事の場合は①～④か
ら、それ以外の工事の場合は
①～③から２項目を選択す
る。
※東日本大震災による被災者
等の雇用実績、雇用の維持確
保についても評価と対象とす
る

評価対象区域内で工事箇所と同一市町村

評価対象区域内で工事箇所と同一土木管内

上記以外の評価対象区域内

ポランティア活動（過去３年間以上継続した実績） 2.0 2.0 0.5 1.25

その他発注種別 2.5 2.5 1.0 -

入札参加者の所在地

一般土木エ事又は
舗装工事

2.5 2.5 1.0 1.0

1.5 1.5 0.5 0.5

新分野進出 1.0 1.0 - -

同－市町村内工事実績

働く女性応援 0.5 0.5 - -

仕事と生活の調和 0.5 0.5 - -

環境配慮 0.5 5.0 - -

県内業者活用 1.5 1.5 - -

-

安全管理　　　　　　　゛ 0.5 5.0 - -

企集の地域社会に対する貢献度 19.0(19.5) 19.0(19.5) 8.0(8.25) 11.0

障がい者雇用 0.5 0.5 -

優艮工事（建築文化賞含）※ 1.0 1.0 - -

若手技術者の専任配置 - - - -

施工能カ（過去10年→15年以内の実績）※ 1.0 1.0 0.5 O､5

工事成績（過去4年→10年以内の実績）※ 1.0 1.0 0.5 0.5

-

МＥ資格保有 - - - -

配置予定技術者の技術カ 3.5 3.5 1.0 1.0

資格保有（継続教育） 0.5 0.5 -

技術者確保数(技能士の活用(技能士職種ごと）） 0.5 0.5 - -

手持ち工事量 - - - -

優良工事（過去10年→15年度以内の実績、建築文化賞含む）※ 1.0 1.0 - -

品質管理 0.5 0.5 - -

75点以上80点未満（過去4年→10年以内の実績）※ 0.5※ 0.5※ 1.0 1.0

0.5

工事成績　※標準型、簡易型：同種類似工事の成績、特別簡易型：同一発注種別工事の直近の成績

80点以上(過去4年→10年以内の実績)※ 1.0 1.0 1.5 1.5

同種類似工事の実績

過去５年以内の実績
1.0 1.0

2.0 2.0

過去５年より前で10年以内 1.5 1.5

施工能カ

過去10年より前で15年以内 0.5※ 0.5※ 0.5

配点 配点 配点

企業の技術力 4.0 4.0 3.5 3.5

※：建築工事等発注の少ない工事

総合評価方式における評価項目及び配点に対する提案

評　価　項　目

現　　　行

備　　考
標準型 簡易型 特別簡易型 地域密着型

配点
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公共工事に計上されている法定福利費について

安佐北区可部区

一般社団法人福島県建設業協会

材料費（30％） 労務費（20%）

法
定
福
利
費

機械経費
（10%）

共通仮設費
（10%）

現場管理費
（20%）

法
定
福
利
費

請負差額

(15%)

補足資料３

間接工事費（３０％）

一般管理費
（１０％）

直接工事費（６０％）

材料費（27％） 労務費（18%） 機械経費
（9%）

共通仮設費
（9%）

現場管理費
（17%）

一般管
理費
（5％）

直接工事費（５４％）※60%×0.90 間接工事費（２６％）

○一般土木工事の標準的構成割合の場合の法定福利費の計上

設計工事価格（１００％）

（１５％）

法
定
福
利
費

法
定
福
利
費

30%×0.90           20%×0.90          10%×0.90         10%×0.90        20%×0.85       10%×0.50本県の低入札調査失格基準

５千万円超の落札工事価格（８５％）

2.7%×0.90

（2.7％） （2.8％）

（2.4％） （2.4％）

2.8%×0.85

※法定福利費は工事全体の約５．５%

２０１９法定福利費の労使負担割合（全国健康保険協会（協会けんぽ））

法定福利費は賃金に保険料率を乗じて算出され、労務費＝賃金＋法定福利費（賃金×15.3％）であることから、
賃金＝労務費/1.153＝（工事費の20%）/1.153＝17.3%

したがって、
労働者負担法定福利費＝20 －17.3 ＝工事費の2.7%（労務費に計上、労働者各々が負担する額）
事業主負担法定福利費＝17.3×0.163＝工事費の2.8%（現場管理費に計上、事業主が負担する額）

労働者負担 事業主負担

健康保険料 厚生年金保険料 介護保険料 子ども・子育て拠出金料 雇用保険料 労災保険料

10.00% 18.30% 1.73% 0.34% 0.90% 0.30% 31.57%

事業主負担 5.00% 9.15% 0.865% 0.34% 0.60% 0.30% 16.255%

労働者負担 5.00% 9.15% 0.865% － 0.30% － 15.315%

保険料率
負

担

割

合

※国は直接工事費 ０．９７ （労務費は１００％）

・現場管理費
工事現場を管理運営
するための費用（例：
現場労働者等の労務
管理費、現場従業員の
給与及び賞与等、現場
従業員等の労災保険
料等法定福利費の事
業主負担額）

・一般管理費
受注者の継続運営に
必要な費用（例：役員
報酬、本店及び支店の
従業員の給与及び賞
与等、並びに労災保険
料等法定福利費の事
業主負担額）
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（一社）福島県建設業協会

発注者の立場 受注者の立場 エンドユーザ―の立場

メリット

①公共工事手持工事量、技術者数、経営
　状況、当該企業の地域における役割等、
　地域企業の実情をしっかりと把握できる。
②受注機会が確保されることにより、除雪
　作業、災害時対応、インフラの日常の維持
　管理等の安定化につながる。
③適切な指名により、業者選定の透明性、客
　観性、説明責任が確保される。
④工事内容に応じた適切な企業が選定できる。
⑤不良・不適格業者が排除されやすくなる。
⑥住民サービスが安定的に維持できる。
⑦総合評価方式の評価項目に無い様々な評価
　が可能になる。（地域住民からの良い評価、
　悪い評価・誠実、不誠実な行為）

①公共工事手持工事量に応じた受注機会が
　確保でき、安定経営につながる。
②入札不調がなくなる。
③企業の使命感が増大・維持できる。
④良い仕事をしなければならないという意
　識が高まり、企業力の向上が期待できる。
⑤企業の適正評価につながる。（施工実績、
　安定管理、地域への貢献度）
⑥総合評価方式の評価項目に無い様々な評価
　が可能になる。（地域住民からの評価・誠
　実な行為）

①地元業者による、迅速で、きめ細かい
　インフラの維持管理が可能となり、地
　域の安全安心につながる。
②地域に精通していることに加え、地域
　から信頼と実績があり、住民に安心感
　がある。
③地域の振興、地域活動への参画、雇用
　確保につながる。

デメリット

①公共工事手持工事量、技術者数、経営状況、
　当該企業の地域における役割等、地域企業の
　実情をしっかりと把握しなければ、今般の
　台風１９号のような大規模災害に対応でき
　ないおそれがある。
②業者選定への恣意性に懸念が残る。

①指名されない企業には不満が生じやすい。
②談合への懸念が残る。

①指名競争入札は談合の温床という
　マイナスイメージがある。

指名競争入札のメリット・デメリット



令和元年 台風１９号に対する災害支援・対応状況

○令和元年10月12日（土）19時50分、気象庁から本県に台風19号に伴う大雨特別警戒が発表され、本会はＢＣＰ（事

業継続計画）に基づき、同日19時58分に災害対策本部を設置した。

〇本会では、国土交通省東北地方整備局及び福島県との災害協定に基づき、県内各被災地への災害物資（ﾌﾞﾙｰ

ｼｰﾄ・土のう袋等）の支援をはじめ堤防決壊復旧作業、道路啓開作業等の要請を受け、会員企業は延べ10,329人の
人員と延べ5,580台の重機を出動（令和元年11月7日現在）させ、対応を続けている。

○台風１９号で３７８か所の県管理道路が被害を受けたが、会員企業の迅速な対応で39か所（11月7日時点）まで回
復した。

安佐南区八木地区安佐北区可部地区 安佐北区可部地区

【福島県建設業協会各支部】
会員企業による災害対応出動状況

（10月12日～11月7日）

出動会員
企業数

対応箇所数
出動作業
人員数
（延べ数）

出動機械
台数

（延べ数）

158社
（会員企業数

244社）

554箇所 10，329人
5，580台

（建設機械、バック
ホウ、ダンプ等）

一般社団法人福島県建設業協会

【福島県建設業協会本部】
県内各地への主な災害物資支援状況

（10月12日～11月7日）

土のう袋：30,200袋
(郡山市、相馬市へ)

大型土のう袋：1,500袋
(相馬市へ)

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ：200枚
(福島市、相馬市へ)

消石灰：500袋
(相馬市へ)

10tﾀﾞﾝﾌﾟ：4台(運転手付)

(相馬市へ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ：3台
(相馬市へ)

※一部抜粋

福島市

郡山市
会津若松市

いわき市

①

②

③

④⑤
⑪⑫

⑥⑦⑧ ⑨⑩

⑬

⑰⑱

⑳㉑

㉒㉓

㉔㉕㉖

⑯

⑭

⑲

⑮

地図引用元：福島県道路計画課



②

県北支部：東信建設㈱
土のう設置（福島市郷野目字宝来町）

③

県北支部：小林土木㈱
仮復旧及び水路土砂撤去（相馬福島道路）

二本松支部：石橋建設工業㈱
堤防の応急処置（須賀川市 阿武隈川堤防左岸）

④

二本松支部：石橋建設工業㈱
内水排除作業（須賀川市境免）

⑤

郡山支部：柳沼建設㈱
土砂撤去（郡山市田村町大善寺羽黒堂近辺）

⑥

郡山支部：㈱関組
災害ゴミ収集運搬（郡山市若葉町）

⑦

郡山支部：昭和建設工業㈱
通行止め規制（郡山市日和田付近国道4号）

⑧

田村支部：富岡工業㈱
土砂撤去（田村市滝根町神俣地内）

⑨

県北支部：㈲大友組
土砂撤去運搬（伊達市月舘町）

①



県南支部：三金興業㈱
置き基礎ガードレール撤去（国道49号線）

⑮

若松支部：三立道路㈱
土のう作り（国道49号平田村蓬田）

⑰

若松支部：田中建設工業㈱
排水作業（会津若松市）

⑱

石川支部：㈱志賀建設
土砂撤去（矢吹小野線煙石地内）

⑭

須賀川支部：㈱横山建設
土砂撤去（須賀川市館取町）

⑫

須賀川支部：㈱横山建設
土砂撤去（須賀川市）

⑪

石川支部：㈱福産建設
土のう設置（石川郡石川町社川地内）

⑬

田村支部：富岡工業㈱
看板・バリケード設置（田村市滝根町広瀬地内）

⑩

県南支部：矢祭建設㈱
崩落部埋戻（矢祭町関岡・内川・宝坂地内）

⑯



がんばっぺ！
福島！！

建設業の底力を
今見せよう！！

本会広報大使キャラクター
匠カンナちゃん、堤健くん

衣装は全国建設業協同組合連合会のﾕﾆﾌｫｰﾑﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄの最優秀作品
ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ 桜沢 鈴

宮下支部：佐久間建設工業㈱
土砂撤去（国道400号杉峠地内）

⑲

田島支部：五十嵐建設㈱
流出土砂撤去（下郷町）

⑳

田島支部：㈱しもごう環境サービス
流木撤去（下郷町弥五島周辺）

㉑

いわき支部：堀江工業㈱
大型土壌設置（夏井川四左ヱ門内地内）

㉒

いわき支部：堀江工業㈱
堤防復旧（夏井川大念仏地区）

㉓

相馬支部：石川建設工業㈱
太田川応急対応（南相馬市）

㉔

相馬支部：石川建設工業㈱
太田川応急対応（南相馬市）

㉕

相馬支部：東北建設㈱
陥没箇所復旧（原町川俣線）

㉖
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～はじめに～ 

入札制度改革から12年が経過する中で、現行入札制度は既に定着しており、平成30年度

から一般土木と舗装工事について地域密着型の総合評価方式が導入されるなど、一定の見直し

改善がなされている。 

しかし、これまでの見直しは全て平成18年 12 月の「入札等制度改革に係る基本方針」に

基づく現行制度の範囲内であり、この基本方針の下では、指名競争入札方式を導入する「改

革」はあり得ない。 

（一社）福島県建設産業団体連合会としては、これまでの地域建設業を取り巻く環境変化、

地域建設業の社会的重要性の高まり、公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）の改

正、入札結果、並びに人口減少社会における地域建設業の今後の見通しなどを踏まえ、現行入

札制度に係る制度上の問題点と運用上の問題点を指摘した上で、本会の考えを示したい。 

【補足資料１】 

 

１ 入札等制度改革に係る基本方針の問題点 

① 「透明性・競争性・公正性・品質の確保に十分留意した新たな入札制度を構築する」と 

の基本的方針に異論はないものの、その運用実態は工事内容の如何を問わず全てにおいて

競争性が過度に重視されている。社会インフラ等の公共調達物については、品質の確保が

最も優先されるべき絶対的要件であり、工事内容や発注方式に応じた全体のバランスへの

配慮が必要である。つまり、入札制度の設計及び運用においては、「会計法」はもとよ

り、いわゆる担い手三法である「建設業法」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律

（品確法）」、「入札及び契約の適正化に関する法律（入契法）」の主旨に則り、将来にわた

る公共工事の品質確保、担い手の中長期的な育成・確保、適正な利潤確保、実態を反映し

た予定価格の設定、行き過ぎた価格競争の是正（ダンピング対策）等に配慮する必要があ

ると考える。【補足資料２】 

 

② 「すべての公共工事において指名競争入札を廃止し、条件付き一般競争入札を導入する」 

との方針は、当時の状況では当然のことと言える。 

しかし、（一社）福島県建設業協会が指摘しているとおり、１億円未満の工事を対象とし

た特別簡易型や地域密着型工事で明らかなように、地域の守り手である企業が施工能力が

あるにも拘わらず過度な競争性の重視や持ち点の固定化によって、受注したくとも受注で

きないという問題は残念ながら解消されていない。つまり、多くの手持ち工事を抱える企業

による連続受注を許容し、公共工事への多様な企業の受注機会を阻害している。また、若年

技術者の育成・確保は今後の地域建設業にとって大きな課題となっている状況下で、総合評
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価であるが故に実績のない若年技術者の配置が評価されないことが、若年技術者に実績や

経験を積ませることを困難としている。これは限られた評価項目とその加点だけで評価す

る総合評価の限界であると考える。【補足資料３】 

 

③ 「入札参加資格者をおおむね50者程度確保するなど、競争性に十分配慮した地域要件を 

設計金額に応じて設定する」との方針は、地域の実情及び建設業界の実態と乖離している。 

この方針は参加者が多ければ競争性が確保されるという考え方であり、現行の入札制度

下での受注競争により、施工実績を有する地域建設企業が固定化・減少傾向にある状況にお

いては、品質確保を始め地域のインフラを維持管理する担い手の確保する観点から、競争性

のみを過度に重視するのではなく、工事の内容、規模、それぞれの地域の実情等を考慮する

必要があると考える。【補足資料４】 

 

④ 「企業の同種・類似工事の実績に関する要件、企業の同規模工事の実績に関する要件、配 

置技術者の資格要件に関する要件等については、原則設定しない。なお、特殊又は難易度の 

高い工事には例外的にこれらの要件を設定することができるとするが、その場合は厳格に

運用する」との方針は、競争性を高めるための偏った考え方であり、現に、公共調達に最も

必要な品質の確保や安全管理などの施工体制が十分でない事案が発生している。 

競争性の確保が必要であることは言うまでもないことであるが、公共調達においては、品

確法が規定する品質の確保を最優先に、企業を公正に評価し不良不適格業者の排除等に配

慮したバランスある適切な運用が必要である。 

 

２ 地域建設業の社会的役割 

近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、地域防災の重要性は年々高まっている中で、地域

建設業は危機管理産業として地域の雇用を確保しながら、災害時の初動対応を始め、除雪作業、

道路施設、河川・港湾施設等の社会インフラの維持管理など地域の安全・安心の守り手として重

要な社会的役割（使命）を果たしている。本来、これらの業務は行政が直営で実施していた時代

があったように法的には行政の責務であり、地域建設業はその実務を請負という形式はとって

いるものの公務執行の代理者も言える。 

 また、過疎・中山間地域における建設業は、地域の基幹産業として地域経済を支え、地域の雇

用はもとより消防活動、地域の文化・伝統の継承などを通して地域の維持・存続にも欠かせない

存在となっている。 
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３ 地域建設業の現状と今後の見通し 

（現状） 

 建設業界は平成18年の談合事件によって大きく社会的信頼を失墜してしまったが、談合と決

別し猛省しながら不断にコンプライアンスの徹底に努めている。それ以降、東日本大震災での

初動対応やインフラの復旧・復興事業の実施を始め、様々な社会貢献などにより県民の社会的

信頼が徐々に回復されつつあると受け止めている。 

平成19年の入札制度改革によって、それまで当たり前のように実施されてきた指名競争入札

が全ての公共工事において廃止され、新たに条件付き一般競争入札が導入された。平成 20年に

少額工事を対象として指名競争入札が試行されたが、当初想定した手続き期間の短縮や応札者

の確保にプラス効果が確認できなかったこと、また地域性や施工実績等の条件で指名業者を選

定する傾向が見られたことから、現行のままとされ現在に至っている。 

経営状況については、平成 23年の東日本大震災が発生するまでの間、一般競争による行き過

ぎた受注競争と仕事量の減少とが相まって低価格での受注状態に陥り、倒産や多くの企業で全

国最悪の赤字状態が続いた。その後、復興需要や新潟・福島豪雨災害を始めとする自然災害や除

染作業等の建設需要により経営状況は持ち直し急速に改善した。【補足資料５】 

しかし、大震災から丸８年が経過した現在、災害復旧工事と除染作業の完了に加え復興需要が

ピークアウトしたことにより、中通りと会津地域では既に震災以前の状況に戻りつつある。 

浜通りの復興需要も既に収束に向かい、県全体の仕事量が年々減少していることで仕事量の地

域間格差と受注できる業者とできない業者との企業間格差が顕在化している。会津地域では調

査基準価格を下回り失格となる応札が多発しており、受注競争激化の様相を呈している。 

【補足資料３、６】 

また、建設業従事者の高齢化と大量退職、特に若年者の入職不足は深刻である。若年技術者を

配置しても評価されないという実態は、若年技術者の育成・確保をより困難としている。さら

に、働き方改革、生産性向上、処遇改善、建設業の広報など取り組むべき課題が山積している。

【補足資料７】 

（今後の見通し） 

 人口減少の進行により若年入職者を始めとする担い手の確保の深刻化が懸念される。仕事量

の面では、国の国土強靭化3カ年緊急対策により当面の仕事量は多少上積み確保されるものの、

国・県から中長期的な投資計画が示されないため、将来を見通すことができず不安感が大きく

なっている。その一方、社会資本の老朽化に伴う長寿命化対策の建設需要は増加し、維持管理・

修繕系予算の割合が相対的に拡大していくものと推測される。【補足資料８、９】 

また、諸課題への対応については、若年技術者の入職やメンテナンス技術者の人材育成・確保

を始め、長時間労働への対応、週休二日制導入などの働き方改革、ＩＣＴ活用による生産性の向
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上、処遇改善などに積極的に取り組まなければならない。さらに、廃業、企業の合併、協業化、

経営規模の縮小、事業承継など、企業の健全経営、維持・存続に向けた新たな局面を迎える。 

 

４ 地域の守り手である地域建設業が健全経営を継続していくために 

仕事量が減少すれば受注競争の激化を招き、最低制限価格、又は低入札調査基準価格付近での

落札になることは必至である。大震災前の建設業界が疲弊していた実態を教訓とすれば、「地域

建設業の健全経営なくして地域の安全は守れない」ことは明らかである。新潟・中越地震が発生

した当時の新潟県泉田知事は、会見の場で同様の主旨を発言しており、全国に先駆けて最低制

限価格の引き上げと 1億 2千万円未満の工事を対象とした指名競争入札を導入している。 

【補足資料 10】 

また、地域の守り手である地域企業が雇用を守りながら健全経営で維持存続するためには、毎

年の経営計画が立てられるよう安定的に受注し、適切な施工体制の下で適正な利益が確保でき、

納税や機械保持、人材の育成・確保、技術開発が可能なサイクルが必要となる。従業員の高齢化

が深刻な南会津地域では、除雪作業に７０歳代の従業員が従事せざるを得ない状況にある。ま

た、技術者を始め建設従事者が減少すれば地元業者だけでは対応できなくなる恐れがあり、管

外、あるいは県外業者に発注せざるを得なくなり、地域の活性化につながらない状況を招きか

ねない。つまり、必要な仕事量が安定的に確保され、地域の実情に応じた入札制度と担い手３法

の適切な運用とが車の両輪として一体的に機能することが必要である。その意味において、入

札制度は企業の存続の根幹に関わる問題であると同時に、地域の安全安心を守る社会システム

の問題とも言える。【補足資料11、12】 

 

５ 公共調達としての建設工事の入札制度 

 公共調達は公共機関が入札によって民間から様々な物品やサービスを購入することであり、

透明性、競争性、公正性が求められることは言うまでもない。特に現地での単品生産である建設

工事による公共調達にはこれに加えて品質の確保は最も優先されるべき絶対的要件である。 

一方で、「建設工事は税金を使っているから安いに越したことはない」という主張や、「入札に

は誰でも平等に参加させた方が良い」、「多くの入札参加者で自由に競争すればするほど公平で

良い業者が選択できる」という旧態依然の意見が一部にある。これらの意見は、公正性や品質確

保等の担い手三法の観点が欠如した自由競争最優先の考え方であって、行き過ぎた価格競争を

招き、ダンピング、安全管理の不備、不適切な施工による粗雑工事等を誘発したこれまでの事実

を教訓としなければならない。 

このような状況を解消すべく、また将来における社会資本の適切な維持管理・更新等の重要性

の高まりや、災害対応等の地域建設業の社会的役割が重要視される中で、平成 26 年 6 月「公
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共工事の品質確保の促進に関する法律」いわゆる品確法が改正された。この法改正により、災害

対応、中長期的な担い手確保、適切な施工による適正な利潤の確保等を図ることを目的として、

予定価格の適正な設定、ダンピング受注の防止等が発注者の責務として明記された。また、地域

建設業の存続の観点から「発注者は入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る

公共工事の性格、地域の実情に応じた多様な入札方式を選択できるとされた。【補足資料２】 

さらに、今年 6 月に成立が見込まれている「新・担い手３法」においても、地域建設業の災

害対応時の配慮や、指名競争入札の導入等が盛り込まれている。 

 

６ 入札制度に求めること 

本県は中・浜・会津の地域別に気候、風土、人口、産業構成、経済規模、企業数等、それぞれ

実情は様々であるが、いかなる状況にあっても地域を守る体制は将来にわたって安定的に確保

されなければならない。その意味で、地域の守り手である地域建設業が健全経営の下で安定的

に地域を守り続けられるよう、地域の実情に応じた入札制度が求められる。 

平成19年に一般競争入札が導入されて以降、現行の総合評価について地域性への配慮、評価

項目と加点の見直し、一般土木と舗装工事についての地域密着型の新設、低入札対策等、少しず

つではあるが改善されてきた。 

しかし、これまでの見直しは全て「入札等制度改革に係る基本方針」に基づく一般競争入札の

範囲内であり、その地域になくてはならない企業が施工能力があるにもかかわらず、過度な競

争性の重視や持ち点の固定化によって受注したくとも受注できないという問題は残念ながら解

消されていない。これは限られた評価項目とその加点だけで評価する総合評価の限界であると

考えている。言い方を換えれば、同じ工事であっても評価項目と加点数が変われば、評価結果が

異なることも十分あり得るということである。 

また、建設工事による公共調達のための入札制度には、「発注者は良質なインフラが調達でき、

受注者は適切な施工で適正な利益が得られ、ユーザーは良質なインフラサービスを享受し、そ

の結果として地域の安全・安心が確保できる」という全体の最適化が求められる。 

このような認識の下で、意見は以下のとおりである。 

 

① 入札制度には地域を守るという理念が必要である 

強い者だけが勝ち残り、昔から１社で地域を守ってきた企業が存続できずに廃業を余儀なく

されるような入札制度であってはならない。つまり、入札制度は公共調達の手段であって、地域

の建設業が健全経営の下で地域を守る社会システムを安定的に継続できる制度であることが求

められる。言い換えれば、地域の守り手である地域企業が過度な競争性の重視や持ち点の固定

化により、地域に密着した工事を受注したくとも受注できずに、地域の安全・安心を確保するた
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めの災害対応、除雪作業等ができなくなるようでは本末転倒である。仕事量が減少し企業が淘

汰されるのはやむを得ないものの、万一、地域を守る企業がいなくなった場合には、行政は管理

者の責務として代替の手段を講じなければならない。したがって、そうならないように「地域の

安全・安心は地域で守る」、「地域のインフラの維持管理は地域が担う」という考えを入札制度の

基本理念とし、「担い手３法」の主旨に則り、品質確保を最優先とし、透明性、競争性、公正性

等、それぞれ全体の整合性、最適化を図ることが必要である。【補足資料11】 

 

② 人口減少社会においても地域の安全・安心が確保できる入札制度とすること 

一例として、県と災害時における応援協定を締結している（一社）福島県建設業協会の会員企

業が不在（０社）の町村は１２町村（６町６村）、１社のみは１６町村（９町７村）あり、（一社）

福島県建設業協会会員企業が不在の災害対応空白の町村数は北海道に次いで全国２番目に多い。 

特に、過疎・中山間地域ほど高齢化と人口減少が深刻であり、技術職員がいない町村や（一社）

福島県建設業協会会員企業も不在か極めて少ないのが実態である。県民の安全・安心の確保は

地域建設業が背負う問題というより、むしろ行政の責務として捉えるべき重要な問題である。 

【補足資料 13】 

したがって、地域防災の重要性が高まっている中、発注者は、迅速性、信頼性、住民サービス

の向上等の観点から、地域の実情を熟知した企業が地域密着型工事や小規模な修繕工事、維持

管理業務等を受注できるよう環境を整備する必要がある。 

 

③ 透明性、競争性、公正性、品質の確保の全体のバランスに配慮すること 

総合評価における企業の評価について、透明性の確保は、入札参加条件の設定を始め、審査基

準、落札者選定手続き、その公表など恣意性の排除、談合防止の観点から、受・発注者双方が徹

底しなければならない。 

競争性の確保は、工事規模、請負と維持管理業務、発注方法、地域性等に応じて適切に考慮さ

れるべきである。価格競争に偏り過ぎず、定められた工期で安全に良いものをつくるという、公

共調達本来の目的である品質確保と技術力に十分配慮することが必要である。 

公正性の確保は、業界が抱える各種課題への対応を始め業界全体の発展や社会に貢献してい

る団体の企業とその恩恵だけを受けている企業とは区別して適正かつ正当に評価されなければ

ならない。県と災害応援協定を締結し、ＢＣＰ（事業継続計画）に基づき経費をかけて常に非常

時備えている団体の企業とそうでない企業との差別化も必要である。つまり、地域建設業の社

会的役割や業界の実情を踏まえた倫理観が希薄で自社優先の企業は、安価な応札により行き過

ぎた価格競争など業界に不用な混乱を招く事例が見られるため、総合評価での加点の見直しが

必要である。また、限られた技術者数で手持ち工事量が多ければ技術者の技術力に差が生じる
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ため、手持ち工事量に応じた工事遂行能力についても適切に評価する必要がある。 

品質の確保は、公共調達物の品質及び耐久性が将来の維持管理コストを大きく左右するため

極めて重要である。例えば、マイホームは一生の高価な買い物であり、経年劣化は避けられない

ものの、使用材料、構造、施工等に不具合や欠陥があってはならないが、同時期に新築した住宅

であっても施工業者の違いで修繕時期は大きく異なる。公共調達も全く同様であり、品質の確

保は将来のコスト、安全性を考えると最も優先されるべき条件である。 

このため、工事成績、技術力、経営状況等、経営事項審査を活用するなど不良不適格業者の排

除を徹底する必要がある。 

以上のとおり、建設工事よる公共調達においては、会計法はもとより、品確法などいわゆる担

い手３法の主旨に則り、工事の内容によって透明性、競争性、公正性、品質の確保の全体のバラ

ンスへの配慮が必要である。 

 

④ 最低制限価格、低入札の失格基準及び調査基準価格を引き上げること 

品確法に規定されているとおり、適切に施工すれば適正な利益が得られなければならない。公

共工事には予定価格制度があり、これは標準的な施工能力を有する建設業者が最も妥当な工法

で施工する場合の標準的な価格であるが、これを上回る価格では落札できない仕組み（上限拘

束性）となっている。そもそも受注者が暴利をむさぼることなどあり得ないのである。 

 また、発注者が積算基準に基づき算出した設計金額を正当な理由無く控除して低い予定価格

を設定する、いわゆる「歩切り」はあってはならない。幸い、国、県発注工事で歩切りは行われ

ていないが、一部市町村に見受けられる。 

一方、仕事量が減少すれば価格競争が激化し、企業は受注するために最低制限価格、又は低入

札調査基準価格ギリギリの価格で応札せざるを得ず、仮に受注できたとしても適正利益が確保

できずに経営を圧迫し、結果的に業界全体の疲弊につながりかねない。結果的に必要以上のコ

ストダウンが粗雑工事や不安全な施工による労働災害・第三者災害を誘発し、県民の生命財産

に大きな損失を与える事態を引き起こしかねない。さらに、経営が悪化することで諸課題に取

り組む余裕がなくなるだけでなく、従業員の処遇や下請業者等にも影響が及ぶことになり、社

会的損失につながりかねない。 

 したがって、適正利益の確保を規定した品確法に基づき、落札率が少なくとも現行の９４～

９５％となるよう、最低制限価格、低入札の失格基準、調査基準価格の引き上げが必要である。

ちなみに、現在、被災 3 県には復興係数による諸経費の割り増し措置があり、措置無しに比べ

て、工事費ベースで８％から１０％高くなっている。これは単年度毎の措置であるため、措置が

切れた場合その影響は計り知れない。【補足資料14】 

なお、平成29年 9月 29日付けの総務省と国土交通省連名の「総合評価落札方式による入札
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における適切なダンピング対策の実施について」文書では、失格基準価格を低入札調査基準価

格に近づけ、適正な施工の実効性を確保することとしている。 

委託業務においても、予定価格や最低制限価格等が同様に定められており、平成29年度の県

発注業務委託の平均落札率は 91.79％と工事請負契約と比べ厳しい競争状態にある。仕事量の

減少傾向が続いていた東日本大震災以前の平成 21 年度、22 年度は 89.59％、89.22 と 90％

を切るさらに厳しい状況にあった。今後、測量設計業者は復興需要の収束にともない仕事量が

減少すれば参入する業者より廃業する業者が上回り、建設産業の川上を担い郷土を守り創る地

域産業の衰退が危惧される。 

また、近年、激甚化する災害や長寿命化に対応するための技術指針の見直しや多様化が急激な

勢いで進んでいる。 

さらに、ICT施工の進展に伴い、3次元測量、設計・施工、維持管理までのデジタル化による

一貫した管理など日々進歩する技術や ICT機器を導入する必要がある。 

建築設計においては、建築物の安全性や環境対策に対応した建築関係法令への適合性が求め

られる。これらの体制を整えるには適正な利益を確保し、必要な人材の確保・育成と最新の機器

導入に投資することが不可欠である。 

測量、設計（建築設計を含む）等の品質を確保し、災害により強く、永く安心して使用できる

社会基盤の整備を続けていくには、業務委託の落札率が請負工事と同様に 94～95％となるよ

う、最低制限価格等を引き上げることが必要である。 

 

⑤ 施工体制と品質が確実に確保されること 

残念ながら毎年、不適合工事や遅延工期などの事案が発生している。その場合、修補命令、延

滞金納入、指名停止処分等で対応しているが、そもそもこのような事案が生じないよう、予め入

札方法や参加条件等の入札手続きは工事規模、内容、難易度、実績等に応じて適切に決定される

必要がある。そのためには、施工能力、配置予定技術者、企業経営状況等について経営事項審査

（経審）を活用するなど審査を厳格化し、不良不適格業者を徹底的に排除する必要がある。ま

た、施工体制台帳において技術者の併任をコリンズなどのデータベースを活用し厳正にチェッ

クすることが必要である。 

建設工事は単品受注生産、現地・屋外生産であり、条件が異なるそれぞれの現場で、工程に合 

わせて労働者、資材、機械などを組み合わせで調達しながら生産している。このため、電化製品

や自動車等のように規格品として大量生産によって供給される製造品とは異なり、予め製品の

良否を判断して購入することはできない。 

また、公共調達物は工事が終わった時点でその品質の良否を判断せざるを得ず、耐久性の優劣

までは判断できない。しかし、今後は本格的なインフラの維持・更新時代にしっかりと対応する
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ため、耐久性についても適切に評価されるべきである。 

したがって、発注者は過去の実績から橋梁等の公共物の耐久性を評価できるよう、竣工から点

検・診断、補修工事、施工者等の履歴をＩＣＴを活用してデータベース化し、将来の企業の適正

な評価に活用できるよう環境整備する必要がある。また、公共インフラのデータベース化は仕

事の効率性を飛躍的に向上させ、働き方改革、生産性の向上にもつながる取組である。 

 

⑥ 大規模工事について県内企業を活用すること 

大規模工事や高度な技術力を必要とする工事についても、県内企業の技術力の向上や将来の 

メンテナンスに対応できる企業の育成等の観点から、県内企業を積極的に活用する必要がある。 

 具体的には、地元企業を構成員とする共同企業体（ＪＶ）の活用を図る必要がある。 

 

⑦ 誤りをなくすため、審査書類、入札契約手続きを簡素化すること 

入札手続きは、入札参加者に手続きの誤りがあれば、規定が厳格に適用され「失格」となる。 

しかし、発注者の誤りによって、本来であれば落札・契約できたはずの企業が受注できない事例

が散見される。受注できなかった企業にとっては、その後の応札において評価されるべき受注

実績が評価されずに不利益を被ることになり、まさに逸失利益に該当する深刻な問題である。 

したがって、発注者としても入札契約手続きに誤りが生じないよう、しっかりとチェック機能

を強化するとともに、受・発注者双方に不用な誤りが生じないよう、審査書類や手続きの簡素化

が求められる。 

 

⑧ 企業を適正かつ正当に評価すること 

総合評価における企業の評価については、業界が抱える各種課題への対応を始め業界全体の

発展や社会に貢献している団体の企業とその恩恵だけを受けている企業とは区別して適正かつ

正当に評価されなければならない。県と災害応援協定を締結し、ＢＣＰ（事業継続計画）に基づ

き経費をかけて常に非常時に備えている団体の企業とそうでない企業との差別化も必要である。

つまり、地域建設業の社会的役割や業界の実情を踏まえた倫理観が希薄で自社優先の企業は、

安価な応札により行き過ぎた価格競争を招き、業界に不用な混乱を招く事例が見られるため、

総合評価での加点の見直しが必要である。また、建設業のイメージアップは重要であるため、工

事中の住民とのトラブルだけでなく、一般ユーザーとのトラブル、元請け・下請け間のトラブ

ル、不誠実な工事などを評価する仕組が必要である。 

 

⑨ 恣意性の排除と談合防止を徹底すること 

業者の選定に恣意性はあってはならないし、受注調整などの談合は論外である。そのため、 
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審査基準およびその運用基準の明確化、電子入札、経営事項審査（経審）の活用等、入札契約の

適正化の徹底が求められる。 

 

⑩ 一部工事に指名競争入札を導入すること 

既に述べたように、その地域になくてはならない企業が施工能力があるにもかかわらず、

過度な競争性の重視や持ち点の固定化によって受注したくとも受注できないという問題は

残念ながら解消されていない。これは限られた評価項目とその加点だけで評価する総合評

価の限界であると考えている。 

また、強い者だけが勝ち残り、昔から１社で地域を守ってきた企業が存続できずに廃業を余儀

なくされるような入札制度であってはならない。つまり、入札制度は公共調達の手段であって

地域の建設企業が若手技術者を安定的に育成・確保しながら、健全経営の下で地域を守る社会

システムを安定的に継続できる制度であることが求められる。このためには、施工能力がある

にも拘わらず、地域にとって無くてはならない企業が持ち点の固定化によって受注できないと

いう現実を解消する必要がある。 

したがって、「地域の安全・安心は地域で守る」、「地域のインフラの維持管理は地域が担う」

という基本理念の基に、品質の確保を最優先とし、透明性、競争性、公正性等のバランスに十分

配慮した上で、迅速性、信頼性、住民サービスの向上等の観点から、地域の実情を熟知した企業

が地域密着型工事や小規模な修繕工事、維持管理業務等を、さらには、特定工種（ため池、ほ場

整備工事等）においては技術を有した企業が受注できる環境整備として、一部工事に指名競争

入札方式を導入する必要がある。【補足資料15】 

（一般土木工事は５千万円未満、建築工事は５千万円未満、舗装工事は３千万円未満、建築設

備工事は３千万円未満） 

 

⑪ 総合評価方式における評価項目及び配点の見直し 

ア）総合評価における実績、技術力、地域貢献、価格についての全体配分の見直し 

 イ）評価項目及び加点の見直し 

  ・工事成績の加点見直し（８０点以上と、７５点～８０点未満の差別化） 

  ・企業の手持ち工事量に応じた評価（手持ち工事量が多い企業を減点） 

  ・配置予定技術者の加点評価（各種資格の加点を追加） 

  ・企業の地域社会に対する貢献度評価に建設業振興の団体活動の重点評価として、災害時

出動実績と災害応援協定締結評価をそれぞれに個別評価するとともにその加点引き上げ、 

ＢＣＰ（事業継続計画）策定企業の加点評価の追加 

・入札参加者の所在地（同一市町村）の本店評価（加点の更なる引き上げ） 
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  ・６５歳以上雇用企業の加点評価 

・県有公共施設の維持管理の実績を加点評価 

・品質確保等の確実性の評価（一律７点加点）を発注方式種別に応じた重みを考慮した加点

評価 

【補足資料 16】  

 

⑫ その他 

・技術を必要とする特定工種（ため池、ほ場整備等）における技術支援型 JV方式の導入 

・個社での対応が困難な地域など地域の実情に応じた維持管理体制の確保を図るための維持

管理体制の確保（包括的共同受注方式の拡大・充実、地域維持型 JＶ方式活用の導入） 

・設計図書に対する質問期間を考慮した発注形態に応じた公告から応札までの期間の適切な

確保 



補  足  資  料 

（自民党県議会 入札制度改革検討会） 

 

目   次 

 

【補足資料１】現行の入札制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

【補足資料２】入札制度における会計法と担い手３法 ・・・・・・・・・ ２ 

【補足資料３】会員企業受注状況（平成 30 年度県発注工事） ・・・・・・ ３ 

【補足資料４】福島県発注工事の平均入札参加者数の推移（一般土木・舗装・ 

建築、一般土木・舗装・建築を除く主な工種） ・・・・・・ ５ 

【補足資料５】建設業の財務統計指標（平成 29 年度決算分析）について ・ ７ 

【補足資料６】福島県発注工事の地域別契約金額の推移 ・・・・・・・・ ８ 

【補足資料７】県内の建設業就業者数の推移 ・・・・・・・・・・・・・ ９ 

【補足資料８】福島県土木部予算の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

【補足資料９】福島県の復興予算と通常予算の推移と今後 ・・・・・・・ 11 

【補足資料 10】最低制限価格に関する泉田新潟県知事の発言 ・・・・・・ 12 

【補足資料 11】危機管理産業としての地域建設業の維持に向けて ・・・・ 14 

【補足資料 12】建設業 法人事業税課税額（地方法人特別税を含む）の推移 ・ 15 

【補足資料 13】増加する災害対応空白地域 ・・・・・・・・・・・・・・ 16 

【補足資料 14】最低制限価格と低入札調査基準価格 ・・・・・・・・・・ 17 

【補足資料 15】福島県発注工事の入札方式別契約状況（件数・契約金額） ・ 18 

【補足資料 16】総合評価方式における評価項目及び配点に対する提案 ・・ 19 

 

一般社団法人 福島県建設産業団体連合会 



知
事

福
島
県
行
財
政
改
革
推
進
本
部

入
札
等
制
度
改
革
部
会

※
副
知
事
が
部
会
長

入
札
等
制
度
に
係
る
基
本
方
針

（
H
1
8
.1
2
.2
8
）

「
全
て
の
公
共
工
事
に
お
い
て
指
名
競
争
入
札
を
廃
止
し
、
条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
を
導
入
す
る
。
」

た
だ
し
、
災
害
等
緊
急
を
要
す
る
公
共
工
事
に
対
応
す
る
た
め
随
意
契
約
を
行
う
場
合
は
除
く
。

入
札
等
制
度
検
証
委
員
会

「
福
島
県
の
入
札
等
制
度
に
係
る
検
証
と
改
革
案
」

（
H
1
8
.1
2
.2
0
）

指
名
競
争
入
札
の
廃
止
と

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
の
導
入

福
島
県
議
会

「
公
共
事
業
の
適
性
な
執
行
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
調
査
報
告
書
」

（
H
1
8
.1
2
.1
4
）

・
条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
を
原
則
と
し
た
新
し
い
入
札
制
度
を
構
築
す
る

・
入
札
制
度
改
革
と
並
行
し
て
受
け
皿
と
な
る
産
業
振
興
施
策
の
充
実

・
入
札
の
全
般
に
わ
た
る
状
況
、
入
札
制
度
や
入
札
結
果
等
の
検
証
を
行
う
等
、

議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
強
化

提
言

申
入

H
1
8
談
合
事
件

入
札
等
制
度
監
視
委
員
会

（
H
1
9
～
）

意
見
聴
取
会

福
島
県
入
札
監
理
課
長
回
答
（
H
2
8
.2
.5
）

入
札
制
度
改
革
に
お
い
て
、
指
名
業
者
の
選
定
に

あ
た
り
発
注
者
の
恣
意
が
入
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う

趣
旨
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま

す
の
で
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
、
資
格
を
有
す
る
業

者
側
の
自
由
判
断
に
よ
り
参
加
で
き
る
現
行
の
シ
ス

テ
ム
で
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ふ
く
し
ま
建
設
業
振
興
プ
ラ
ン

（
H
2
9
.3
月
）

入
札
方
式
に
つ
い
て
は
、
他
県
等
の
状
況
を
詳
細
に

調
査
し
、
全
国
的
な
動
向
を
把
握
し
た
上
で
、

平
成
１
８
年
の
入
札
等
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、

そ
の
あ
り
方
を
広
く
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

関
係
団
体

現
行
の
入
札
制
度

kamata
テキストボックス
補足資料１ 



透
明

性

入
札

制
度

に
お

け
る

会
計

法
と

担
い

手
３

法
（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

担
い
手
３
法
に
よ
る
考
え
方

最
低

制
限

価
格

（
福

島
県

の
予

定
価

格
→

 8
7
～

9
2
％

）

※
地

方
自

治
法

施
行

令
第

1
6
7
条

の
1
0
第

2
項

低
入

札
価

格
調

査
制

度

※
予

算
決

算
お

よ
び

会
計

令
第

8
5
条

会
計
法

（
第

2
9
条

の
3
）

・
公

共
団

体
の

契
約

は
原

則
と

し
て

一
般

競
争

入
札

に
よ

る
。

・
公

共
調

達
は

予
定

価
格

を
定

め
て

入
札

を
行

い
、

予
定

価
格

以
下

で
最

も
低

い
札

を
入

れ
た

も
の

と
契

約
す

る
。

※
上

限
拘

束
性

（
明

治
２

２
年

）

建
設
業
法

（
1
9
条

の
3
）

・
注

文
者

は
、

自
己

の
取

引
上

の
地

位
を

不
当

に
利

用
し

て
、

そ
の

注
文

し
た

建
設

工
事

を
施

工
す

る
た

め
に

通
常

必
要

と
認

め
ら

れ
る

原
価

に
満

た
な

い
金

額
を

請
け

負
い

代
金

の
額

と
す

る
請

負
契

約
を

締
結

し
て

は
な

ら
な

い
。

品
確
法

（
公

共
工

事
の

品
質

確
保

の
促

進
に

関
す

る
法

律
）

○
将

来
に

わ
た

る
公

共
工

事
の

品
質

確
保

の
促

進
○

担
い

手
の

中
長

期
的

な
育

成
・

確
保

、
適

正
な

利
潤

確
保

○
最

新
単

価
や

実
態

を
反

映
し

た
予

定
価

格
の

設
定

○
行

き
過

ぎ
た

価
格

競
争

の
是

正
○

多
様

な
入

札
契

約
制

度
の

導
入

・
活

用

入
契
法

（
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
）

○
公

共
工

事
の

入
札

契
約

の
適

正
化

○
ダ

ン
ピ

ン
グ

対
策

強
化

、
歩

切
り

の
根

絶
○

適
切

な
背

計
変

更
の

実
施

通
常

必
要

と
認

め
ら

れ
る

価
格

（
設

計
価

格
）

＝
予

定
価

格
適

正
な

利
潤

確
保

品
確

法
（

H
2
6
改

正
）

に
基

づ
く

公
共

工
事

の
契

約

安
け

れ
ば

い
い

と
い

う
物

品
調

達
の

考
え

が
原

点
建

設
工

事
に

よ
る

公
共

調
達

は
、

単
品

・
現

地
・

受
注

生
産

で
、

品
質

確
保

が
不

可
欠

現
行
の
入
札
制
度
に
よ
る
考
え
方

透
明

性
品

質
確

保

透
明

性
・

競
争

性
・

公
正

性
・

品
質

確
保

競
争

性
公

正
性

品
質
確
保

基
本

方
針

の
考

え
方

実
際

の
運

用
公

正
性

競
争
性

担
い

手
３

法
に

基
づ

く
考

え
方

kamata
テキストボックス
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1
3
7
社
(5
6
％
)

1
7
2
社
(7
0
％
)

1
9
0
社
（
7
7
％
）

1
9
5
社
（
8
0
％
）

1
0
9
社
(4
4
％
)

7
4
社
(3
0
％
)

5
6
社
（
2
3
％
）

5
0
社
（
2
0
％
）

0
%

1
0
%

2
0
%

3
0
%

4
0
%

5
0
%

6
0
%

7
0
%

8
0
%

9
0
%

1
0
0
%

４
月
～
６
月

４
月
～
９
月

４
月
～
１
２
月

４
月
～
３
月

合
計
（
累
計
）

（
四
半
期
累
計
）

受
注
あ
り

受
注
無
し

会
員
企
業
の
2
0
％
が

受
注
で
き
で
い
な
い

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会
会
員
企
業
受
注
状
況

（
平
成
3
0
年
度
県
発
注
工
事
）

kamata
テキストボックス
補足資料３ 



(
社
)

(
％
)

(
社
)

(
％
)

(
社
)

(
％
)

(
社
)

(
％
)

(
社
)

(
％
)

(
社
)

(
％
)

県
北

4
5

3
5

7
7
.
8
%

1
0

2
2
.
2
%

2
0

4
4
.
4
%

2
1
0
.
0
%

2
3

5
1
.
1
%

2
8
.
7
%

二
本
松

1
4

8
5
7
.
1
%

6
4
2
.
9
%

8
5
7
.
1
%

1
1
2
.
5
%

1
0

7
1
.
4
%

3
3
0
.
0
%

郡
山

3
2

2
2

6
8
.
8
%

1
0

3
1
.
3
%

1
1

3
4
.
4
%

0
0
.
0
%

1
1

3
4
.
4
%

2
1
8
.
2
%

田
村

7
7
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

7
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

7
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

須
賀
川

1
5

1
4

9
3
.
3
%

1
6
.
7
%

9
6
0
.
0
%

1
1
1
.
1
%

6
4
0
.
0
%

0
0
.
0
%

石
川

8
8
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

県
南

県
南

2
3

1
5

6
5
.
2
%

8
3
4
.
8
%

8
3
4
.
8
%

1
1
2
.
5
%

3
1
3
.
0
%

1
3
3
.
3
%

若
松

2
2

1
5

6
8
.
2
%

7
3
1
.
8
%

5
2
2
.
7
%

1
2
0
.
0
%

1
0

4
5
.
5
%

2
2
0
.
0
%

宮
下

6
5

8
3
.
3
%

1
1
6
.
7
%

6
1
0
0
.
0
%

1
1
6
.
7
%

6
1
0
0
.
0
%

1
1
6
.
7
%

喜
多
方

7
6

8
5
.
7
%

1
1
4
.
3
%

7
1
0
0
.
0
%

1
1
4
.
3
%

6
8
5
.
7
%

1
1
6
.
7
%

猪
苗
代

5
5
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

4
8
0
.
0
%

0
0
.
0
%

3
6
0
.
0
%

0
0
.
0
%

田
島

9
9
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

6
6
6
.
7
%

0
0
.
0
%

5
5
5
.
6
%

0
0
.
0
%

山
口

8
8
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

5
6
2
.
5
%

0
0
.
0
%

5
6
2
.
5
%

0
0
.
0
%

い
わ
き

い
わ
き

2
6

2
3

8
8
.
5
%

3
1
1
.
5
%

1
5

5
7
.
7
%

0
0
.
0
%

1
5

5
7
.
7
%

1
6
.
7
%

相
馬

1
0

1
0
1
0
0
.
0
%

0
0
.
0
%

4
4
0
.
0
%

0
0
.
0
%

7
7
0
.
0
%

0
0
.
0
%

双
葉

9
7

7
7
.
8
%

2
2
2
.
2
%

1
1
1
.
1
%

0
0
.
0
%

1
1
1
.
1
%

0
0
.
0
%

2
4
6

1
9
7
8
0
.
1
%

4
9
1
9
.
9
%

1
1
6
4
7
.
2
%

8
6
.
9
%

1
1
8
4
8
.
0
%

1
3
1
1
.
0
%

※
石
川
支
部
：
県
の
維
持
補
修
・
除
雪
に
つ
い
て
は
、
組
合
で
受
注

　
　
　
　
　
　
し
て
い
る
為
、
個
社
の
実
績
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ

　
　
　
　
　
　
て
、
実
績
「
な
し
」
と
表
示
。

南
会
津

相
双

合
　
計

あ
り

会
員
数

支
部
名

連
協

工
事
受
注

県
北

県
中

若
松

喜
多
方

出
典
：
(
一
社
)
福
島
県
建
設
業
協
会

　
　
　
受
注
状
況
調
査

会
員
企
業
受
注
状
況
(
平
成
3
0
年
度
県
発
注
工
事
)

な
し

実
績

「
あ
り
」

う
ち
工
事
受
注

「
な
し
」

実
績

「
あ
り
」

う
ち
工
事
受
注

「
な
し
」

維
持
補
修

除
　
雪



7
.7

7
.3

6
.0

6
.4

6
.0

5
.5

3
.9

3
.9

3
.8

3
.8

3
.6

2
.7

8
.4

9
.6

8
.9

8
.9

7
.5

5
.7

5
.3

5
.3

6
.3

6
.3

5
.0

4
.5

7
.2

5
.1

6
.3

5
.8

4
.3

4
.9

3
.1

2
.5

2
.6

2
.5

3
.2

2
.9

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1
0
.0

1
2
.0

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

Ｈ
2
4

Ｈ
2
5

Ｈ
2
6

Ｈ
2
7

Ｈ
2
8

Ｈ
2
9

Ｈ
3
0

（
者
）

（
年
度
）

福
島
県
発
注
工
事
の
平
均
入
札
参
加
者
数
の
推
移

【
一
般
土
木
・
舗
装
・
建
築
】

一
般
土
木
工
事

舗
装
工
事

建
築
工
事

（
出
典
）
福
島
県
「
県
発
注
工
事
の
入
札
結
果
」

（
2月
分
ま
で
）

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

kamata
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8
.5

7
.8

9
.4

1
1
.5

9
.4

7
.3

5
.6

3
.8

4
.4

5
.5

6
.6

8
.9

8
.0

5
.4

5
.1

5
.4

4
.8

4
.5

4
.6

3
.4

2
.0

2
.3

3
.2

2
.7

3
.9

2
.9

2
.8

3
.6

4
.0

3
.0

3
.1

2
.5

2
.2

1
.7

2
.4

2
.3

7
.7

5
.5

4
.5

3
.8

3
.6

5
.2

5
.4

4
.4

7
.3

2
.8

3
.8

2
.6

1
1
.2

1
4
.3

1
0
.3

9
.6

7
.5

5
.5

3
.3

2
.7

3
.0

3
.5

3
.0

2
.9

5
.5

3
.5

3
.4

3
.5

3
.1

3
.2

2
.2

1
.4

1
.2

1
.3

1
.3

1
.3

7
.2

3
.1

3
.6

3
.7

3
.1

3
.0

2
.3

2
.8

1
.8

2
.1

1
.4

1
.3

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
.0

1
0
.0

1
2
.0

1
4
.0

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

Ｈ
2
4

Ｈ
2
5

Ｈ
2
6

Ｈ
2
7

Ｈ
2
8

Ｈ
2
9

Ｈ
3
0

（
者
）

（
年
度
）

福
島
県
発
注
工
事
の
平
均
入
札
参
加
者
の
推
移

【
一
般
土
木
・
舗
装
・
建
築
を
除
く
主
な
工
種
】

電
気
設
備
工
事

暖
冷
房
衛
生
設
備
工
事

鋼
橋
上
部
工
事

Ｐ
Ｃ
橋
上
部
工
事

法
面
処
理
工
事

消
雪
工
事

機
械
設
備
工
事

（
出
典
）
福
島
県
「
県
発
注
工
事
の
入
札
結
果
」

（
2月
分
ま
で
）

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会



平
成
18
年
度

平
成
19
年
度

平
成
20
年
度

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
26
年
度

平
成
27
年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

東
日
本
平
均

-0
.9
6

-1
.2
4

-1
.4
7

-1
.9
3

-1
.4
3

-0
.9
6

0.
28

0.
82

2.
04

1.
83

2.
21

2.
42

東
北
平
均

-1
.5
6

0.
06

1.
85

2.
00

2.
59

2.
43

2.
77

2.
85

福
島
県

-1
.2
2

-2
.6
3

-3
.4
2

-3
.1
6

-2
.0
0

0.
41

2.
59

2.
36

3.
17

3.
18

3.
47

2.
80

※
東
北
平
均
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
度
以
前
は
集
計
が
な
い
為
、
記
載
な
し

参
考
値
：
財
務
省
「
法
人
企
業
統
計
調
査
」

全
国
全
産
業
　
４
．
４
（
４
．
０
）
　

全
国
建
設
業
　
４
．
２
（
４
．
６
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
年
）

建
設
業
の
財
務
統
計
指
標
（
平
成
2
9
年
度
決
算
分
析
）
に
つ
い
て

デ
ー
タ
出
所
：
東
日
本
建
設
業
保
証
㈱
「
建
設
業
の
財
務
統
計
指
標
」

-0
.9

6
 

-1
.2

4
 

-1
.4

7
 

-1
.9

3
 

-1
.4

3
 

-0
.9

6
 

0
.2
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0
.8

2
 

2
.0

4
 

1
.8

3
 

2
.2

1
 

2
.4

2
 

-1
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0
.0

6
 

1
.8
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2
.0

0
 

2
.5

9
 

2
.4

3
 

2
.7

7
 

2
.8

5
 

-1
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.6

3
 

-3
.4
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.1

6
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0

0
.4
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2
.5

9
 

2
.3

6
 

3
.1

7
 

3
.1

8
 

3
.4

7
 

2
.8

0
 

-4
.0

0

-3
.0

0

-2
.0

0

-1
.0

0

0.
00

1.
00

2.
00

3.
00

4.
00

平
成

18
年
度

平
成

19
年
度

平
成

20
年
度

平
成

21
年
度

平
成

22
年
度

平
成

23
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

平
成

28
年
度

平
成

29
年
度

％

売
上
高
営
業
利
益
率
の
推
移
（
平
成
1
8
年
度
以
降
）

東
日
本
平
均

東
北
平
均

福
島
県

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会
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7
 

7
3
 

8
3
 

1
0
3
 

8
2
 

1
3
2
 

2
4
5
 

1
1
9
 

5
3
 

3
8
 

5
1
 

4
6
 

5
0
 

5
3
 

6
6
 

5
4
 

7
1
 

6
0
 

8
9
 

9
1
 

6
9
 

6
0
 

7
1
 

1
2
2
 

1
0
0
 

1
3
1
 

7
5
 

1
9
3
 

3
2
9
 

7
5
8
 

7
9
2
 

8
9
7
 

7
4
3
 

5
3
4
 

5
7
5
 

6
6
 

…

3
1
4
 

4
2
7
 

4
3
5
 

3
3
1
 

3
6
7
 

3
0
8
 

3
0
2
 

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
,0
0
0

H
2
2

23
24

25
26

27
28

29
30

（
億
円
）

（
調
査
年
度
）

（
出
典
）
福
島
県
「
県
発
注
工
事
の
入
札
結
果
」

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北
い わ き

相 双
南 会 津

喜 多 方

会 津 若 松

県 南
県 中

県 北

Ｈ
2
2
を
「
1
0
0
」
と
し
て

Ｈ
2
7
（
ピ
ー
ク
）

→
Ｈ
3
0
（
現
在
）

【
中
通
り
】
1
9
4
％

→
1
9
6
％

【
会

津
】
8
3
％

→
1
3
0
%

【
浜
通
り
】
8
7
1
％

→
6
2
3
%

福
島
県
発
注
工
事
の
地
域
別
契
約
金
額
の
推
移
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1
0

9
,8

8
2

 

1
3

1
,3

1
5

 

1
2

5
,4

2
6

 

1
0

1
,5

4
5

 

8
4

,0
0

8
 

1
0

0
,0

1
9

 

8
3

.7
%

1
0

0
.0

%
9

5
.5

%

7
7

.3
%

6
4

.0
%

7
6

.2
%

0
.0

%

2
0

.0
%

4
0

.0
%

6
0

.0
%

8
0

.0
%

1
0

0
.0

%

1
2

0
.0

%

1
4

0
.0

%

0

2
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

8
0

,0
0

0

1
0

0
,0

00

1
2

0
,0

00

1
4

0
,0

00

H
2

H
7

H
1

2
H

1
7

H
2

2
H

2
7

（
人
）

（
調
査
年
）

就
業
者
数

就
業
者
数
増
減
比
率

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

Ｈ
７
を
１
０
０
と
す
る

全
体

県
内
の
建
設
業
就
業
者
数
の
推
移

▲
3
1
,2
9
6
人
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福
島
県
土
木
部
予
算
の
推
移

Ｈ
3
1
通
常
予
算
は
1
,1
1
5
億
円
（
う
ち
、
公
共
事
業
は
7
7
3
億
円
）

（
出
典
）
福
島
県
「
平
成
3
1
年
度

土
木
部
当
初
予
算
案
の
概
要
」

復
興
予
算

kamata
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1
1

4
,9

6
2

 

1
1

0
,8

9
8

 

1
5

8
,0

1
1

 

2
1

7
,3

5
4

 

1
9

6
,8

0
2

 

1
7

6
,4

1
7

 1
1

5
,9

9
1

 

1
5

5
,4

6
2

 

3
5

,8
5

0
 

4
1

,9
2

1
 

3
3

,9
5

4
 

3
8

,1
4

8
 2

9
,2

4
0

 

1
8

,3
2

7
 

1
3

,0
4

6
 

1
3

,2
8

3
 

0
5

0
,0

0
0

1
0

0
,0

0
0

1
5

0
,0

0
0

2
0

0
,0

0
0

2
5

0
,0

0
0

3
0

0
,0

0
0

H
2

1

H
2

2

H
2

3

H
2

4

H
2

5

H
2

6

H
2

7

H
2

8

H
2

9

H
3

0

H
3

1

R
2

R
3

R
4

R
5

（
百
万
円
）

公
共
事
業
費

一
般
事
業
費

1
9
1
,9
6
5

2
2
5
,5
0
2

2
2
6
,0
4
2

1
9
4
,7
4
4

1
2
9
,0
3
7

1
6
8
,7
4
5

7
5

,3
0

0
 

7
0

,0
9

1
 

6
5

,7
2

2
 

6
7

,6
5

1
 

6
0

,7
7

4
 

6
1

,8
6

9
 

5
2

,8
8

4
 

5
5

,6
4

6
 

5
3

,2
5

7
 

4
6

,2
0

7
 

5
3

,2
0

7
 

2
3

,5
2

1
 

2
2

,4
2

5
 

2
1

,9
9

7
 

2
3

,1
0

8
 

2
2

,3
5

0
 

2
5

,5
1

4
 

2
5

,8
2

6
 

2
4

,8
0

1
 

2
6

,7
8

4
 

2
8

,1
9

0
 

3
4

,1
7

2
 

0
5

0
,0

0
0

1
0

0
,0

0
0

1
5

0
,0

0
0

2
0

0
,0

0
0

2
5

0
,0

0
0

3
0

0
,0

0
0

（
百
万
円
）

維
持
補
修
費
（
公
共
工
事
費
）

公
共
事
業
費

一
般
事
業
費

1
1
1
,4
5
9

H
3
1
/
H
2
1

全
体
（
1
0
2
％
）

維
持
補
修
費
（
2
3
0
％
）

公
共
工
事
費
（
7
1
％
）

一
般
事
業
費
（
1
4
5
％
）

→
H
2
1
対
比

・
対
H
3
1
比
1
.0
で
推
移

・
維
持
補
修
費
は
一
定
伸
び

・
一
般
事
業
費
は
1
.0

・
公
共
事
業
費
は
残
額

↓
想
定

1
1
1
,4
5
9

1
1
1
,4
5
9

1
1
1
,4
5
9

1
1
1
,4
5
9

維
持
：
公
共
＝
1
3
：
8
7

維
持
：
公
共
＝
1
5
：
8
5

維
持
：
公
共
＝
1
4
：
8
6

維
持
：
公
共
＝
1
6
：
8
4

維
持
：
公
共
＝
1
7
：
8
3

維
持
：
公
共
＝
2
1
：
7
9

維
持
：
公
共
＝
2
0
：
8
0

維
持
：
公
共
＝
2
3
：
7
7

維
持
：
公
共
＝
2
9
：
7
1

福
島
県
の
復
興
予
算
と
通
常
予
算
の
推
移
と
今
後

↓
想
定

1
5
0
,8
1
2

1
5
2
,8
1
9

復
興
予
算

※
H
2
1
～
H
3
1
は
福
島
県
土
木
部
デ
ー
タ
を
グ
ラ
フ
化
。
Ｒ
2
以
降
は
独
自
の
想
定

（
出
典
）
一
般
社
団
法
人
福
島
県
建
設
業
協
会

1
0
2
,9
9
3

9
9
,0
5
0

1
0
2
,1
3
3

9
4
,6
6
7

1
0
0
,0
8
8

9
2
,5
4
1

9
4
,7
2
6

9
6
,2
2
2

9
3
,2
6
3

通
常
予
算

年
度

維
持
：
公
共
＝
3
1
：
6
9

維
持
：
公
共
＝
1
2
：
8
8

1
0
9
,2
7
1

維
持
管
理
・修
繕
関
係

予
算
が
増
加
傾
向

kamata
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経
営
強
化

運
用

仕
組
み

危
機
管
理
産
業
と
し
て
の
地
域
建
設
業
の
維
持
に
向
け
て

安
定
受
注

適
正
利
益

企
業
の
維
持

安
定
経
営

納
税
、
機
材
保
持

人
材
確
保
・
育
成

技
術
開
発
・
投
資

こ
の
循
環
が
崩
れ
て
し

ま
う
と
地
域
建
設
業
が

疲
弊
し
、
廃
業
や
倒
産
に

（
平
成
23
年
以
前
の
状
態
）

地
域
の
安
全
・
安
心
が

確
保
で
き
な
く
な
る
恐

れ
（
除
雪
、
災
害
対
応

等
が
困
難
に
）

地
域
の
建
設
業

・
公
務
執
行
の
代
理
者

・
地
域
の
危
機
管
理
産
業
（ま
ち
医
者
）

除
雪
・
災
害
対
応
等

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
多
様
な
入
札
制
度

担
い
手
３
法
、
設
計
変
更
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

行
政
は
本
来
の
責
務
を
果

た
す
た
め
に
、
税
金
に
よ
る

新
た
な
対
応
が
必
要

災
害
応
援
協
定

Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）

指
名
競
争
入
札
方
式
の
導
入

地
域
の
生
活
に
密
着
し
た

５
千
万
円
未
満
の
工
事

総
合
評
価
（標
準
型
）

両
輪

一
般
競
争
入
札
方
式
（
W
T
O
）

総
合
評
価
（簡
易
型
）

総
合
評
価
（特
別
簡
易
型
）

2
2
.9
億
円

５
億
円

１
億
円

発
注
件
数
で
全
体
の
約
6
0
～
7
0
％

契
約
額
で
全
体
の
約
1
5
％

行
政
の
責
務

地
域
の
安
全
・安
心
の
確
保
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3
,4
7
5

3
,0
1
5

2
,5
5
6

2
,6
1
3

2
,5
4
6

6
,0
4
4

7
,1
9
5

1
1
,3
5
9

1
4
,6
3
1

1
5
,9
7
4

1
4
,8
6
0

6
8
,3
7
0

6
4
,7
4
0

4
6
,4
2
3

4
6
,4
0
7

4
7
,7
9
9

5
7
,0
7
7

6
6
,7
0
8

7
3
,7
5
3

7
3
,4
6
1

7
0
,8
4
3

6
9
,9
6
8

4
.8
%

4
.5
%

5
.2
%

5
.3
%

5
.1
%

9
.6
%

9
.7
%

1
3
.3
%

1
6
.6
%

1
8
.4
%

1
7
.5
%

0
.0
%

2
.0
%

4
.0
%

6
.0
%

8
.0
%

1
0
.0
%

1
2
.0
%

1
4
.0
%

1
6
.0
%

1
8
.0
%

2
0
.0
%

0

1
0
,0
0
0

2
0
,0
0
0

3
0
,0
0
0

4
0
,0
0
0

5
0
,0
0
0

6
0
,0
0
0

7
0
,0
0
0

8
0
,0
0
0

9
0
,0
0
0

1
0
0
,0
0
0

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

（
百
万
円
）

（
調
査
年
度
）

建
設
業
法
人
事
業
税
課
税
額
（
地
方
法
人
特
別
税
を
含
む
）
の
推
移

建
設
業

そ
の
他
業
種

建
設
業
の
構
成
割
合

（
出
典
）
福
島
県
総
務
部
税
務
課

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

kamata
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福
島
県
は
北
海
道
に
次
い

で
2
番
目
に
会
員
企
業
不
在

の
市
町
村
が
多
い

全
国
の
状
況

福
島
県
建
設
業
協
会
会
員
企
業
の

不
在
状
況
か
ら
見
た
災
害
対
応
空
白
地
域

増
加
す
る
災
害
対
応
空
白
地
域

人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
地
域
の

安
全
・
安
心
を
ど
う
守
っ
て
い
く
の
か
？

↓
地
域
建
設
業
は
危
機
管
理
産
業
の
担
い
手

公
務
執
行
の
代
理
者
と
し
て
の
社
会
的
役
割

2
0
自
治
体
で
技
術
者
が
い
な
い

（
1
0
/3
1
町
、
1
0
/1
5
村
）

↓
地
域
建
設
業
が
支
え
て
い
る

↓
地
域
建
設
業
が
安
定
的
に

受
注
で
き
る
入
札
制
度
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５
千
万
円
未
満
の

工
事

↓

（
業
者
の
選
定
基
準
）

地
域
性

地
域
貢
献
度

（
災
害
対
応
、
維
持
管
理
、

除
雪
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
等
）

施
工
能
力

経
営
審
査
ラ
ン
ク

手
持
ち
工
事
量

配
置
可
能
技
術
者
数

最
低
制
限
価
格
と
低
入
札
調
査
基
準
価
格
（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会

標
準
型

5
億
円
以
上

～
2
2
.9
億
円

簡
易
型

１
億
円
以
上

～
５
億
円

特
別
簡
易
型

3
0
0
0
万
円
以
上

～
１
億
円

Ｗ
Ｔ
Ｏ

（
標
準
型
）

2
2
.9
億
円
以
上

予
定
価
格

（
設
計
価
格
）

調 査 基 準 価 格

最 低 制 限 価 格

8
7
%

9
2
%

最
低
制
限
価
格
制
度

（
地
方
自
治
法
施
行
令

第
1
6
7
条
の
1
0
第
2
項
）

入
札
額
が

最
低
制
限
価
格
を

下
回
れ
ば
。
失
格

1
0
0
%

総
合
評
価
方
式

（
実
績
、
工
事
規
模
、
難
易
度
、
技
術
力
で
評
価
）

指
名
競
争
入
札
方
式

予
め
、
工
事
の
金
額
に
応
じ
て
、
工
事
実
績
、
技

術
者
数
、
資
本
金
、
経
営
規
模
及
び
経
営
状
況
に

関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
の
参
加
資
格
を
定
め
た

有
資
格
者
名
簿
で
選
定
し
、
指
名
す
る
。

失 格

低
入
札
価
格
調
査
制
度

（
会
計
法
）

入
札
額
が

調
査
基
準
価
格
を

下
回
れ
ば

低
入
調
査
を
実
施

失
格
基
準
価
格

引 き 上 げ

引 き 上 げ

特
別
簡
易
型

地
域
密
着
型

2
5
0
万
円
以
上

～
3
0
0
0
万
円

＊
発
注
件
数
の
⒈
／
2
以
上

引 き 上 げ

低 入 調 査

地
域
建
設
企
業
の
受
注
機
会
の
確
保

落 札 価 格

失 格
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（
契
約
金
額
）

（
契
約
金
額
）

（
発
注
件
数
）

（
入
札
方
式
）

（
入
札
方
式
）

地
域
密
着
型

特
別
簡
易
型

又
は
価
格
競
争

特
別
簡
易
型

簡
易
型

標
準
型

一
般
競
争
入
札

（
Ｗ
Ｔ
О
）

1
億
円
以
上

1
億
円
未
満

5
億
円
未
満

5
億
円
以
上

2
4
.7
億
円
未
満

2
5
0
万
円
以
上

3
,0
0
0
万
円
未
満

5
,0
0
0
万
円

3
,0
0
0
万
円
以
上

2
4
.7
億
円
以
上

福
島
県
発
注
工
事
の
入
札
方
式
別
契
約
状
況
（
件
数
・
契
約
金
額
）

（
出
典
）
福
島
県
「
県
発
注
工
事
の
入
札
結
果
」

（
発
注
件
数
）

Ｈ
２
９

7
 (

0
.4

%
)

1
2
5
 (

7
.4

%
)

7
9
 (

4
.7

%
)

1
5
6
 (

9
.3

%
)

6
3
8
 (

3
7
.8

%
)

3
8
1
 (

2
2
.6

%
)

3
0
7
 (

1
8
.2

%
)

9
2

5
 (

5
5
.4

%
)

2
0

3
 (

1
2
.2

%
)

2
1

8
 (

1
3
.1

%
)

2
8

3
 (

1
6
.9

%
)

3
4

 (
2
.0

%
)

地
域
密
着
型

特
別
簡
易
型

又
は
価
格
競
争

特
別
簡
易
型

簡
易
型

標
準
型

一
般
競
争
入
札

（
Ｗ
Ｔ
О
）

1
,0

2
0
 (

5
4
.6

%
)

2
6
1
 (

1
4
.0

%
)

2
2
3
 (

1
1
.9

%
)

3
1
1
 (

1
6
.7

%
)

1
4
4
 (

8
.3

%
)

1
0
4
 (

6
.0

%
)

1
6
1
 (

9
.2

%
)

6
8
3
 (

3
9
.2

%
)

5
3
0
 (

3
0
.4

%
)

1
2
0
 (

6
.9

%
)

4
9
(2

.6
%

)
3
(0

.2
%

)

全
1
,6
7
0
件

全
1
,6
8
6
億
円

全
1
,8
6
7
件

全
1
,7
4
2
億
円

Ｈ
３
０

2
5
0
万
円
以
上

3
,0
0
0
万
円
未
満

3
,0
0
0
万
円
以
上

1
億
円
未
満

1
億
円
以
上

5
億
円
未
満

5
億
円
以
上

2
4
.7
億
円
未
満

2
4
.7
億
円
以
上

5
,0
0
0
万
円

（
一
社
）
福
島
県
建
設
業
協
会
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ウェイト ウェイト ウェイト ウェイト

6.3 9.1 17.7 15.6

該当部門の表彰実績

IS09001認証取得

配置可能技術者

手持ち工事量で減点

5.5 8.0 5.1 4.4

指定した資格保有

同種類似エ事の実績

同種類似エ事の成績

該当部門の表彰実績

（30.5） （44.3） （41.8） （48.9）
()は一般土木エ事又は
舗装エ事の場合

法定雇用達成等

安全管理表彰受賞

ISO14001認証取得

下請、資材の活用

認証取得

認証取得

H13.4.1以降進出

過去３年以内に３件以上

過去３年以内に２件

過去１０年以内に１件

本店 支店等 本店 支店等 本店 支店等 本店 支店等

3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.0 5.5 5.0

2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 4.5 4.0

1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

15.6 22.7

31.3

10.9 15.9 35.4 31.1

（100） （100） （100） 100
()は一般土木工事又は
舗装エ事の場合

配点

総合評価方式における評価項目及び配点に対する提案

評　価　項　目

現　　　行

標準型 簡易型
備　　考

特別簡易型 地域密着型

配点 配点

企業の技術力 4.0 4.0 3.5

配点

3.5

過去５年以内の実績
1.0 1.0

施工能カ

優良工事（過去10年度以内の実績） 1.0 1.0

0.5

1.5

- -

1.0

過去５年より前で10年以内 1.5 1.5

同種類似工事の実績

2.0

過去10年より前で15年以内 -

2.0

0.5

工事成績　※標準型、簡易型：同種類似工事の成績、特別簡易型：同一発注種別工事の直近の成績

80点以上 1.0 1.0 1.5

75点以上　80点未満 - - 1.0

技術者確保数(技能士の活用(技能士職種ごと）） 0.5 0.5 - -

品質管理 0.5 0.5 - -

配置予定技術者の技術カ 3.5 3.5 1.0 1.0

手持ち工事量 - - - -

資格保有（継続教育） 0.5 0.5 - -

施工能カ（過去10年以内の実績） 1.0 1.0 0.5 O､5

МＥ資格保有 - - - -

優艮工事 1.0 1.0 - -

工事成績（過去４年以内の実績） 1.0 1.0 0.5 0.5

企集の地域社会に対する貢献度 19.0(19.5) 19.0(19.5) 8.0(8.25) 11.0

若手技術者の専任配置 - - - -

障がい者雇用 0.5 0.5 - -

環境配慮 0.5 5.0 - -

安全管理　　　　　　　゛ 0.5 5.0 - -

働く女性応援 0.5 0.5 - -

県内業者活用 1.5 1.5 - -

新分野進出 1.0 1.0 - -

仕事と生活の調和 0.5 0.5 - -

同－市町村内工事実績

1.0 1.0

その他の発注種別 2.5 2.5 1.0 -

1.5 1.5 0.5 0.5

入札参加者の所在地

一般土木エ事又
は舗装工事

2.5 2.5

地域要件毎の評価基準設定
※本店は、準本店を含む。

※地域密着型の場合、ボラン
ティア活動及び選択項目は、
同一土木事務所管内業者のみ
評価対象。（特例あり）

※選択項目については、入札
参加者が、一般土木工事又は
舗装工事の場合は①～④か
ら、それ以外の工事の場合は
①～③から２項目を選択す
る。
※東日本大震災による被災者
等の雇用実績、雇用の維持確
保についても評価と対象とす
る

評価対象区域内で工事箇所と同一市町村

評価対象区域内で工事箇所と同一土木管内

上記以外の評価対象区域内

ポランティア活動（過去３年間以上継続した実績）

消防団加入（１名以上）

2.0 2.0 0.5 1.25

0.25 0.25

上位点 1.0 1.0 0.5 0.5

ＢＣＰ（事業継続計画）策定 - -

②新卒・離職者の雇用実績　★

下位点 0.5 0.5

災害応援協定締結
1.25 1.25

※

選

択

項

目

①災害時出動実績（又は災害応援協定締結）
2.5 2.5

- -

２名以上の実績 2.5 2.5 1.25 1.25

③雇用の維持・確保　★

１名以上の実績 1.5 1.5 0.75 0.75

１名以上増加 2.5 2.5 1.25 1.25

６５歳以上の雇用 - - - -

同数 1.5 1.5 0.75 0.75

1.5

④除雪・維持補修業務の実績

過去３年以内に１件以上の実績 2.5 2.5 1.25 1.25

上記実績に加え過去５年度以内に感謝状を受けた実績又
は直前の５年度間連続した除雪の実績 3.0 3.0 1.5

施エ計画適切性 10.0 10.0 - -

県有施設維持管理の実績 - - - -

品質碇保等の確実性 7.0 7.0 7.0 7.0

技術提案 20又は40 - - -

※復旧型及び復興型は、特別簡易型と同じ配点　※ウェイトは一般土木工事又は舗装工事の場合、技術提案は２０点で算出

加算点合計
63.5又は83.5
(64又は84)

43.5
(44.0)

19.5
(19.75)

22.5
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